
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ施設等予約 

スポーツ合宿支援補助金交付までの流れ 

補助金申請 

審査・決定・通知 

合宿実施・宿泊 

実績報告・請求 

補助金交付 

 

◇ 受領委任 

（一人あたり 1泊 2 千円を差し引

いて、宿泊代が請求されます） 

◇ 補助金受領 

（一人あたり 1泊 2 千円が宿泊

施設に振り込みとなります） 

宿泊施設へ補助金の受領を 

委任した場合（委任状添付） 

申請者：スポーツ団体 

宿泊施設の所在市町（大船渡市又は住田

町）へ申請 

◇ 30 人が 2 泊する場合 

30 人×2 泊×2千円 

＝12 万円の補助 

大船渡市スポーツ協会（0192-27-1001） 

住田町体育協会（住田町社会体育館内 

:0192-46-3104）へ連絡し、施設予約してく

ださい。 


